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▼
そ
の
他　

当
日
は
昭
和
60
年
以
降
の
集
合
写
真

を
会
場
に
展
示
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

生
涯
学
習
課　

生
涯
学
習
係

☎（
72
）０
１
８
０

町
勤
労
者
互
助
会
の

会
員
を
募
集

　

猪
苗
代
町
勤
労
者
互
助
会
は
、
町

内
の
事
業
所
で
働
く
勤
労
者
の
皆
さ

ん
の
生
活
安
定
と
労
働
福
祉
の
向
上
、

福
利
厚
生
の
増
進
な
ど
を
図
る
組
織

で
す
。
月
々
７
０
０
円
の
掛
金
で
幅

広
い
慶
事
に
給
付
で
き
る
共
済
で
、

加
入
・
請
求
手
続
き
が
簡
単
な
の
が

特
徴
で
す
。

　

詳
し
く
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
加
入
で
き
る
人　

・
町
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
従
業

員
お
よ
び
事
業
主

・
町
内
居
住
者
で
、
町
外
の
事
業
所

に
勤
務
す
る
人

▼
新
規
加
入
対
象
年
齢

15
歳
か
ら
70
歳

▼
主
な
共
済
内
容

・
給
付
金
に
よ
る
福
利
厚
生（
結
婚

祝
金
、
出
生
祝
金
、
病
傷
見
舞
金
、

住
宅
災
害
金
な
ど
）

・
施
設
入
場
券
の
会
員
価
格
で
の
販

売
、
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
の
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
事
業

・
福
島
県
の
労
働
者
支
援
融
資
制
度

の
紹
介

▼
問
い
合
わ
せ
先

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

☎（
62
）２
１
１
７

市
町
村
対
抗

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

　

第
５
回
市
町
村
対
抗
福
島
県
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
大
会
が
次
の
と
お
り
開
催

さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
で
猪
苗
代
町

チ
ー
ム
を
応
援
し
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時　

10
月
13
日（
土
）

第
３
試
合　

午
後
２
時
30
分
試
合
開

始
予
定

▼
会
場　

相
馬
光
陽
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
Ｂ
球
場

（
相
馬
市
）

▼
対
戦
相
手　

塙
町

▼
問
い
合
わ
せ
先

生
涯
学
習
課　

社
会
体
育
係

☎（
72
）０
１
８
０

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

ち
び
っ
こ
ラ
ン
ド
で
楽

し
く
遊
び
ま
せ
ん
か
？

　

町
で
は
、親
子
の
遊
び
の
教
室「
ち

び
っ
こ
ラ
ン
ド
」
を
前
期
と
後
期
の

２
回
に
分
け
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
後
期
の
参
加
者
を
募
集
し

ま
す
。
音
楽
に
合
わ
せ
て
踊
っ
た
り
、

思
い
切
り
体
を
動
か
し
た
り
、
季
節

に
合
わ
せ
た
遊
び
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
。
近
所
に
同
年
代
の
子
ど
も
が

少
な
い
、
転
入
し
た
ば
か
り
で
母
親

同
士
の
情
報
交
換
が
し
た
い
と
い
う

人
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

町
内
在
住
の
２
歳
か
ら
４
歳
ま
で
の

子
ど
も
と
保
護
者
20
組（
※
以
前
参

加
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
除
き
ま

す
）

▼
日
程

10
月
30
日（
火
）、
11
月
20
日（
火
）、

12
月
18
日（
火
）、
平
成
31
年
１
月

29
日（
火
）、
２
月
26
日（
火
）　

※
全
５
回

▼
時
間　

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

▼
会
場　

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

▼
申
し
込
み
締
切　

10
月
16
日（
火
）

定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

平
成
31
年
度
採
用
町
職
員

（
資
格
免
許
職
）候
補
者

　

平
成
31
年
度
採
用
の
町
職
員（
資

格
免
許
職
：
幼
児
保
育
教
育
職
お
よ

び
保
健
師
職
）候
補
者
を
募
集
し
ま

す
。

▼
職
種
・
採
用
予
定
人
数

○
幼
児
保
育
教
育
職　

若
干
名

○
保
健
師
職　

若
干
名

▼
受
験
資
格

○
幼
児
保
育
教
育
職　

平
成
元
年
４

月
２
日
か
ら
平
成
11
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
保
育
士
お
よ

び
幼
稚
園
教
諭
の
両
方
の
資
格
・
免

許
を
有
す
る
者
ま
た
は
平
成
31
年
３

月
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者（
学
歴

は
問
い
ま
せ
ん
）

○
保
健
師
職　

平
成
元
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
10
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
者
で
、
保
健
師
お
よ
び
看
護

師
の
両
方
の
資
格
・
免
許
を
有
す
る

者
ま
た
は
平
成
31
年
４
月
ま
で
に
取

得
見
込
み
の
者（
学
歴
は
問
い
ま
せ

ん
）

▼
試
験
の
方
法

○
期
日　

10
月
13
日（
土
）

○
場
所　

猪
苗
代
町
役
場

○
内
容　

小
論
文
試
験
と
面
接
試
験

▼
受
験
申
込
用
紙
お
よ
び
募
集
要
領

の
交
付

１
人

▼
勤
務
条
件

　

猪
苗
代
町
臨
時
職
員
の
雇
用
等
に

関
す
る
規
則
に
よ
り
ま
す
。

▼
応
募
手
続
き

　

町
指
定
の
履
歴
書
に
記
入
し
、
写

真
を
貼
り
付
け
て
、
９
月
28
日（
金
）

ま
で
に
税
務
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
履
歴
書
は
税
務
課
に
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
。

▼
選
考　

面
接
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

○
日
時　

10
月
５
日（
金
）　

午
前

９
時
〜

○
場
所　

町
役
場
１
階　

税
務
課

▼
雇
用
期
間

平
成
30
年
12
月
３
日
〜
平
成
31
年
３

月
29
日

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
係

☎（
62
）２
１
１
３

道
路
除
雪
臨
時
運
転
手

　

町
で
は
、
冬
期
間
に
お
け
る
道
路

交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
道

路
除
雪
臨
時
運
転
手
を
募
集
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
職
種
お
よ
び
予
定
人
員

道
路
除
雪
臨
時
運
転
手　

25
人
程
度

▼
雇
用
予
定
期
間

平
成
30
年
12
月
３
日（
月
）か
ら
平

成
31
年
３
月
31
日（
日
）ま
で

▼
賃
金

　

町
の
規
定
に
よ
り
ま
す
。
早
朝
、

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
、
申
込
用
紙
を
プ
リ
ン
ト

ア
ウ
ト（
Ｂ
４
サ
イ
ズ
）し
て
い
た

だ
く
か
、
総
務
課
で
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。

　

郵
送
を
希
望
す
る
人
は
、
封
筒
の

表
に
「
幼
児
保
育
教
育
職（
ま
た
は

保
健
師
職
）試
験
申
込
用
紙
請
求
」

と
朱
書
き
し
、
１
２
０
円
切
手
を

貼
っ
た
返
信
先
明
記
の
封
筒（
角
型

２
号
）を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

○
郵
送
宛
先　

〒
９
６
９
―
３
１
２
３

猪
苗
代
町
字
城
南
１
０
０
番
地

猪
苗
代
町
総
務
課

▼
受
付
期
間

　

９
月
10
日（
月
）か
ら
10
月
３
日

（
水
）ま
で
に
総
務
課
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
郵
送
の
場
合
は
10
月
３

日（
水
）必
着
と
し
ま
す
。

▼
受
付
申
し
込
み
な
ど
の
詳
細

　

受
験
申
し
込
み
や
試
験
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
募
集
要
領
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

行
政
管
理
係

☎（
62
）２
１
１
１

税
務
課
臨
時
職
員

　

町
税
務
課
で
は
、
次
の
と
お
り
臨

時
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
職
種
お
よ
び
予
定
人
員　

住
民
税
等
課
税
事
務
補
助（
主
に
所

得
税
・
住
民
税
申
告
の
受
付
事
務
）

深
夜
、
休
祝
日
出
勤
は
超
過
勤
務
手

当
あ
り
。

※
経
験
年
数
に
よ
り
基
本
賃
金
が
変

わ
り
ま
す
。

▼
採
用
条
件

　

猪
苗
代
町
臨
時
職
員
の
雇
用
等
に

関
す
る
規
則
に
よ
り
ま
す
。
ま
た
、

平
成
31
年
３
月
31
日
現
在
満
70
歳
以

下
の
健
康
な
人
で
、
大
型
特
殊
免
許

（
ホ
イ
ー
ル
ト
ラ
ク
タ
ー
限
定
免
許

除
く
）お
よ
び
車
両
系
建
設
機
械
運

転
技
能
講
習
修
了
資
格
の
保
持
者
に

限
り
ま
す
。

※
平
成
30
年
12
月
３
日
現
在
で
65
歳

以
上
の
人
は
、
除
雪
車
の
運
転
経
験

が
あ
り
即
時
運
転
お
よ
び
作
業
が
可

能
な
人
に
限
り
ま
す
。

▼
提
出
書
類

・
履
歴
書（
用
紙
は
建
設
課
で
受
け

取
る
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

・
運
転
免
許
証
の
写
し

・
車
両
系
建
設
機
械
運
転
技
能
講
習

修
了
証
の
写
し

・
健
康
診
断
書

▼
選
考　

　

書
類
選
考
。
た
だ
し
、
場
合
に
よ

り
面
接
試
験
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

▼
申
込
期
限

10
月
19
日（
金
）ま
で

※
募
集
人
数
に
達
し
た
場
合
は
、
期

限
前
に
募
集
を
締
め
切
り
ま
す
。

▼
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課　

建
設
係

☎（
62
）２
１
１
８

募
　
集

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
　

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
係　
　

☎（
62
）２
１
１
５

成
人
式
の
ご
案
内

　

成
人
式
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
新

成
人
の
人
は
11
月
９
日（
金
）ま
で

に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時　

平
成
31
年
１
月
13
日（
日
）

午
後
２
時
〜
午
後
３
時
15
分
頃

▼
場
所　

学
び
い
な

▼
対
象　

平
成
10
年
４
月
２
日
〜
平

成
11
年
４
月
１
日
生
ま
れ

▼
手
続
き
方
法　

　

町
内
に
住
民
登
録
し
て
い
る
人
に

は
、
往
復
は
が
き
で
ご
案
内
を
差
し

上
げ
ま
す
の
で
、
出
席
希
望
の
有
無

を
記
入
の
上
、
ご
返
信
く
だ
さ
い
。

　

転
出
済
み
の
人
と
９
月
１
日
以
降

に
転
入
し
た
人
は
、
出
席
を
希
望
す

る
場
合
の
み
電
話
な
ど
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

福
　
祉

成
人
式

お
知
ら
せ

「ちびっこランド」で一緒に楽
しい時間を過ごしませんか
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人
権
の
擁
護
と
人
権
思
想
の
普
及
高

揚
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

差
別
、
い
じ
め
、
嫌
が
ら
せ
な
ど
、

人
権
問
題
で
お
困
り
の
人
は
、
一
人

で
悩
ま
ず
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

10
月
５
日（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

第
４
委
員

会
室

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

告
　
示

・
第
22
号
「
公
共
下
水
道
の
供
用
開

始
告
示
」（
上
下
水
道
課
下
水
道
係
）

・
第
24
号
「
公
の
施
設
の
指
定
管
理

告
示
」 （
総
務
課
行
政
管
理
係
）

・
第
25
号
「
公
の
施
設
の
指
定
管
理

告
示
」（
町
民
生
活
課
環
境
係
）

・
第
26
号
「
公
の
施
設
の
指
定
管
理

告
示
」 （
商
工
観
光
課
商
工
観
光
係
）

・
第
27
号
「
指
定
特
定
相
談
支
援
事

業
所
及
び
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事

業
所
の
指
定
に
係
る
告
示
に
つ
い
て

〈
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
い
な
わ

し
ろ
〉」（
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係
）

・
第
29
号
「
公
の
施
設
の
指
定
管
理

「
町
政
出
前
講
座
」
を

実
施
し
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
を
対
象

に
「
町
政
出
前
講
座
」
を
行
政
区
ご

と
に
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
平
成
30
年
度
講
座
メ
ニ
ュ
ー

①
火
山
防
災
に
つ
い
て（
磐
梯
山
火

山
防
災
マ
ッ
プ
に
つ
い
て
を
含
む
）

②
猪
苗
代
湖
の
水
環
境
保
全
に
つ
い

て③
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
つ
い
て

④
家
庭
ご
み
の
正
し
い
分
別
に
つ
い

て⑤
介
護
保
険
に
つ
い
て

⑥
介
護
予
防
に
つ
い
て

⑦
地
域
支
え
合
い
づ
く
り
に
つ
い
て

⑧
認
知
症
に
つ
い
て

⑨
磐
梯
山
ジ
オ
パ
ー
ク
に
つ
い
て

▼
申
込
方
法

　

総
務
課
備
え
付
け
の
「
町
政
出
前

講
座
申
込
書
」
に
ご
記
入
の
上
、
総

務
課
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、

申
請
者
は
行
政
区
長
と
な
り
ま
す
。

▼
開
催
日
時

町
の
休
日
を
除
く
午
後
６
時
30
分
〜

午
後
９
時
の
間
で
、
１
時
間
30
分
程

度▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

第
24
回
猪
苗
代
町
交
通

安
全
町
民
大
会
ふ
れ
あ

い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

第
24
回
猪
苗
代
町
交
通
安
全
町
民

大
会
ふ
れ
あ
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
次

の
と
お
り
開
催
い
た
し
ま
す
。
エ
ア

バ
ッ
ク
体
験
の
ほ
か
、
パ
ト
カ
ー
や

白
バ
イ
の
乗
車
体
験
を
開
催
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
白
バ
イ
や
パ
ト
カ
ー
に

乗
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時　

９
月
29
日（
土
）　

午
後

１
時
〜
午
後
４
時

※
パ
ト
カ
ー
・
白
バ
イ
の
乗
車
体
験

は
午
後
１
時
30
分
〜

▼
場
所　

ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
猪
苗
代
店

※
雨
天
時　

学
び
い
な

▼
そ
の
他　

先
着
２
０
０
人
に
記
念

品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

行
政
管
理
係

☎（
62
）２
１
１
１
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▼
開
催
日
時　

９
月
19
日（
水
）

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
擁
護
・
行
政
相
談

委
員
合
同
相
談
会

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
人
権
擁
護

委
員
と
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

す
る
告
示
」（
建
設
課
建
設
係
）

・
第
41
号
「
町
道
の
供
用
開
始
に
関

す
る
告
示
」（
建
設
課
建
設
係
）

公
　
告

・
第
12
号
「
平
成
30
年
度
猪
苗
代
町

の
発
注
予
定
工
事
情
報
」（
企
画
財

務
課
財
務
係
） 

・
第
13
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

の
公
告
に
つ
い
て
（
第
１
号
）」（
税

務
課
収
納
係
）

・
第
14
号
「
平
成
31
年
度
猪
苗
代
町

職
員
（
大
卒
程
度
、
短
大
卒
程
度
）

採
用
候
補
者
試
験
」（
総
務
課
行
政

管
理
係
） 

・
第
15
号
「
一
般
廃
棄
物
（
ご
み
）

処
理
基
本
計
画
」（
町
民
生
活
課
環

境
係
）

・
第
16
号
「
平
成
30
年
４
月
分
「
農

地
利
用
集
積
計
画
」」（
農
業
委
員
会

農
地
係
）

・
第
17
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
」（
税
務
課
収
納
係
）

・
第
18
号
「
平
成
30
年
５
月
分
「
農

地
利
用
集
積
計
画
」」（
農
業
委
員
会

農
地
係
） 

・
第
19
号
「
平
成
31
年
度
猪
苗
代
町

職
員
（
高
校
卒
程
度
）
採
用
候
補
者

試
験
」（
総
務
課
行
政
管
理
係
）

  ※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

行
政
談
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
が
役
所（
国
、
県
、

市
町
村
）
や
特
殊
法
人（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、

Ｊ
Ｒ
な
ど
）の
仕
事
に
つ
い
て
の
相

談
に
応
じ
、
そ
の
解
決
の
お
手
伝
い

を
し
ま
す
。

　

定
例
相
談
会
は
毎
月
１
回
、
第
３

水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

掲
示
板

相
　
談

告
示
」（
生
涯
学
習
課
社
会
体
育
係
）

・
第
30
号
「
猪
苗
代
町
人
工
透
析
患

者
通
院
交
通
費
補
助
事
業
実
施
要
綱

の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱 

」（
保
健

福
祉
課
社
会
福
祉
係
）

・
第
31
号
「
猪
苗
代
町
自
立
支
援
医

療
費
（
育
成
医
療
）
支
給
認
定
実
施

要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱
」（
保

健
福
祉
課
社
会
福
祉
係
） 

・
第
32
号
「
猪
苗
代
町
障
が
い
者
自

立
支
援
協
議
会
設
置
要
綱
の
一
部
を

改
正
す
る
要
綱
」（
保
健
福
祉
課
社

会
福
祉
係
） 

・
第
33
号
「
猪
苗
代
町
認
知
症
総
合

支
援
事
業
実
施
要
綱
」（
保
健
福
祉

課
高
齢
者
福
祉
係
）

・
第
34
号
「
猪
苗
代
町
高
齢
者
見
守

り
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
交
付
事
業
実
施
要

綱
」（
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係
）

・
第
35
号
「
猪
苗
代
町
子
育
て
世
代

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
実
施
要

綱
」（
保
健
福
祉
課
健
康
づ
く
り
係
）

・
第
36
号
「
猪
苗
代
町
総
合
健
康
診

査
等
実
施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る

要
綱
」（
保
健
福
祉
課
健
康
づ
く
り

係
）

・
第
37
号
「
猪
苗
代
町
風
し
ん
ワ
ク

チ
ン
接
種
及
び
抗
体
検
査
助
成
事
業

実
施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要

綱
」（
保
健
福
祉
課
健
康
づ
く
り
係
）

・
第
38
号
「
分
任
出
納
員
の
告
示
に

つ
い
て
」（
総
務
課
行
政
管
理
係
）

・
第
39
号
「
町
道
路
線
変
更
に
関
す

る
告
示
」（
建
設
課
建
設
係
）

・
第
40
号
「
町
道
の
区
域
変
更
に
関

ここから下は広告欄です。お問い合わせは直接広告主にお願いします

出
前
講
座

　町は、「広報猪苗代」に掲載する有料広告を
募集しています。事業所の宣伝、広告などにぜ
ひご活用ください。手続きや料金など、詳しく
は下記にお問い合わせください。
 問総務課　秘書広報係　☎（62）2111

有料広告募集中

なりすまし詐欺に注意

　県内のなりすまし詐欺の被害が増加しています。被害に遭
わないよう、怪しい電話などがあった場合には、すぐに警察
や消費生活センターなどに相談しましょう。
●詐欺の特徴
　家族や警察、銀行員や地方公共団体職員などになりすまし、
電話などを通してお金をだまし取る手口です。
●対処方法
　電話で現金の送付や振込みを要求してきたら、詐欺を疑い
ましょう。高額な請求に対しても、慌てて現金やカードを用
意せず、まずは警察や消費生活センターまたは家族に相談し
ましょう。
●相談先
　消費者ホットライン　 ☎ 188
　県消費生活センター　☎ 024（521）0999　
　警察総合相談　☎＃ 9110
　福島県警察安全相談室　☎ 024（525）3311

交
通
安
全
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町民生活課よりお知らせ

●「いなわしろ聖苑」火葬炉の修繕工事のお知らせ
　「いなわしろ聖苑」火葬炉の修繕工事を９月28日（金）から10月４日（木）の間で行います。この間、
使用できる火葬炉が２基から１基となり、火葬受け付けも１日４回から２回になります。また、こ
の期間中の受け付けは町民の方のみとさせていただきます。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

●ごみの野焼きはやめましょう
　廃棄物（ごみ）を屋外で燃やす行為（野焼き）は、平成 13年４月から「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」で原則として禁止されています。
　野焼きは苦情の原因になるだけでなく、ダイオキシン類などの猛毒の有害物質が発生しますので、
ごみは正しく分別して指定された日にごみ収集場所へ出してください。

　地面で直接焼却する場合だけでなく、ブロック囲いやドラム缶などでの焼却も禁止されています。

　　　　　　　　　　　　野焼き禁止の例外

①農業、林業を営むため、やむを得ないものとして行われるもの
　（例：あぜ草の焼却など）
②風俗習慣上、または宗教上の行事を行うもの
　（例：祭の神などによるしめ縄の焼却など）
③災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの
　（例：火災予防訓練、災害時の暖を取るたき火など）
④国等公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの
　（例：河川敷の草焼きなど）
⑤イベントなどによるもの
　（例：キャンプファイヤーなど）

　例外とされた行為であっても、むやみに燃やしてよいということではありません。焼却する周囲
の状況、気象条件、燃やす量、時間帯などくれぐれも注意して、必要最小限で行ってください。
　家庭から出る紙やビニール袋など日々の生活により排出されるごみは、例外とは認められません
ので、処理基準違反として指導の対象になります。

●問い合わせ先　
　町民生活課　環境係　☎（62）2114

猪苗代消防署からのお知らせです

●火災が多発しています。火の取り扱いに注意！
　会津若松地方広域圏消防組合管内では、今年度に入り火災が多数発生しており、死傷者も出てい
ます。
　火災はほんの少しの不注意から発生します。火の取り扱いには十分注意し、「火の用心」を心が
けましょう。
【住宅防火　いのちを守る　７つのポイント】－３つの習慣・４つの対策－
○３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
○４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
・お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

●農作業時の事故を防止しましょう
　稲刈りなどの季節を迎え、農作業を行う機会が増えてきました。農作業を行う際は、けがの無い
よう十分に注意しましょう。

●問い合わせ先　
　猪苗代消防署　☎（62）4433

◆倒れた農機具の下敷きになり、周りに人がいなく助けを呼ぶことができなかったため、命を落と
してしまう事故が多くあります。農機具の転倒には十分気を付け、誰かと一緒に作業するようにし
ましょう。

◆コンバインに稲わらが詰まった際に、稲わらを取ろうとして機械が止まる前に回転部に手を入れ、
けがを負う事故もあります。安全を確認してから機械に触れるようにしましょう。

　どんなに注意しても事故が起こってしまうかもしれません。万が一事故が発生してしまったら、
冷静に 119 番通報をしましょう。


